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大幸交番管内の犯罪発生状況
令和7年
(10月末)

（前年対比）

刑法犯認知件数 76件 （＋１件）

主
な
手
口

侵入盗 １件 （－１件）

住宅対象 ０件 （－２件）

自動車盗 ０件 （±０件）

自転車盗 22件 （－６件）

飲酒運転は人の命を奪う原因となる犯罪です。

さらに、
◎飲酒運転する恐れのある人に対してお酒を提供した人
◎飲酒をした人に運転を依頼して車に同乗した人
◎飲酒運転をするそれのある人に対して車を貸した人

も同様に処罰されます！！

チアドラバナーは令和５年末までなので
令和６年は

飲酒運転の危険性

自転車が22台も盗まれる被害にあっています。
自転車から離れる際は、ツーロックを徹底し、被害を防止しましょう！

12月は忘年会等でお酒を飲む機会
が増える時期です！

飲酒運転はもちろん、お酒を飲ん
だ人に運転をさせる行為も処罰され
ます！！

お酒を飲む日は
公共交通機関を
利用しましょう！

ちょっとした甘い考えが、取り返しのつかない事態を
引き起こしてしまいます！

飲む前に、車じゃないよね？再確認


